
診断が
確定する
前の分は
知らない
よ～

1日目から
払って
くれるなら
安心ね

このブランド
にすると
よく売れるん
だよな～

やっぱり
ブランド牛は
違うね

いつもと
変わらない値段
なんだけどね

半額！！
安いわ～

ウチが
1番安いでしょ

タダなのは
1年間だけで～す
修理すれば
5年間は

使えるってこと

まだ2年しか
たってないのに
お金取るの？

なにこれ？
色が違うし、
柄も違うわ

その商品は
クーリング・オフの
対象外です
解約すると
違約金が
発生します

クーリング・オフ
できないん
ですか？

申し込むと
言うまで毎日
電話するゾ！！

素晴らしい商品を
お友達に紹介なさって
奨励金がもらえるから
お小遣いができてよ

仕事がもらえず、
教材のローンだけが

残ったわ！！

契約解除は、
違約金として、
これだけ支払って
もらいますヨ

ちっとも
やせない
わよ～

これで
やせたわけ
じゃあない
んだけど

そんなはず
ないから
続けてみて

医療保険の場合
〈例〉
「入院1日目から入院給付金を支
給！」との表示であったが、入院後に
診断が確定してからの給付金しか
支払われなかった。

食肉の場合
〈例〉
国産有名ブランド牛肉であるかの
ように表示して販売されていたが、
実はブランド牛ではない国産牛
だった。

ダイエット食品の場合
〈例〉
利用者の声とともに、「食べてもや
せられる!」と表示されていたが、ね
つ造された内容で、効能の実証
データも根拠がなかった。

運送業者の場合
〈例〉
基本価格を記載せずに「今なら
50％OFF！」との表示であったが、
実際には50％割引とは認められな
い料金だった。

家電の保証条件の場合
〈例〉
「安心保証5年！」と表示されていた
が、全額を保証するのは1年間で、
その後は一部の修理が有料になっ
た。

携帯電話通信業者の場合
〈例〉
店頭チラシの料金比較で、「自社が
最安!」とあったが、実際は自社の不
利となる他社の割引サービスを除
外しての比較だった。

ご存知ですか?
私たちの利益を守る3つの法律 その2.景品表示法 ご存知ですか?

私たちの利益を守る3つの法律 その3.特定商取引法
商品やサービスの品質､内容､価格等を偽って消費者を
誤認させる不当な表示に対して差止請求ができます。
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医療保険の場合 食肉の場合 ダイエ ト食品の場合

誤認させる不当な表示に対して差止請求ができます。
優良誤認 [ 商品や役務の品質、規格などの内容についての不当表示 ]

運送業者の場合 家電の保証条件の場合 携帯電話通信業者の場合

有利誤認 [ 商品や役務の価格など、取引条件についての不当表示 ]

1.訪問販売
〈例〉
「クーリングオフはできない」と言っ
て、申込みの撤回をみとめない。

2.通信販売
〈例〉
インターネット等で商品の性能、
品質等について著しく事実と異
なる広告をしている。

3.電話勧誘販売
〈例〉
電話で商品を勧め、「申し込むまで
毎日電話するゾ!」と脅迫めいた勧
誘をする。

特定の取引における不当な行為（※）に対して
差止請求ができます。

1 訪問販売 2 通信販売 3 電話勧誘販売

特定商取引法の対象となる取引は、全部で6つです。

4.連鎖販売取引
〈例〉
ホームパーティーなどと称してその
場で商品を勧め、友人にも紹介する
と「高額な紹介料が入ります」など
と言ったにもかかわらず、紹介料が
入らなかった。

5.特定継続的役務提供
〈例〉
英会話スクールなどの受講契約で
前払いをした場合の解約に際し、高
額の違約金を請求された。

6.業務提供誘引販売取引
〈例〉
パソコンソフトを購入すればそのソ
フトを利用したHP作成の仕事を紹
介すると言われたのに、仕事を紹介
してもらえない。

（※）不当な行為とは、
●不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為
●著しく虚偽又は誇大な広告
●クーリング・オフを無意味にするような特約又は契約の解除等に伴う損害賠償等の額を過大にする特約等を含む契約の締結
　などです。
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テキストボックス
「クーリング・オフはできない」と言って申込みの撤回を認めない。




